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青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
号

青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
建
設
工
事
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
の
資
格
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
二
年
三
月
青
森

県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

三
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日｣

を

｢

二
月
十
日
か
ら
三
月
九
日｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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成
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年
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十
一
日
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森
県
知
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申

吾

青
森
県
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則
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五
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青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
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一
多
賀
台
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地
の
項
中

｢

百
三
十
九
戸｣

を

｢

百
戸｣

に
改
め
、
同
表
是
川
団
地
の
項
中

｢

二
百
六
戸｣
を

｢

百
九
十
九
戸｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
是
川
団
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の
項
中

｢

｣

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成19年１月31日 水曜日 第2736号1

駐
車
区
画
Ｄ

千
九
百
円

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
�
�
�
�
�
�



( )

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
十
号

次
の
医
療
機
関
の
開
設
者
か
ら
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
の
申
出
が
あ
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
同
医
療
機
関
は
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成19年１月31日 水曜日 第2736号 2

駐
車
区
画
Ｅ

駐
車
区
画
Ｄ

九
百
円

千
九
百
円

名

称

所

在

地

撤
回
年
月
日

平
川
市
国
民
健
康
保
険
平
川
病
院

平
川
市
柏
木
町
藤
山
四
七
の

一

平
成
十
九
年
二
月
一
日

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

二
七
九
号

路
線
名

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
尾
駮
第
三
国
有
林
一
一
三
九
林
班
ろ

小
班
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
鷹
架
字
鷹
架
国
有
林
一
一
五
六
林
班
ろ
２

小

班
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

三
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
五
六
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

四
、
二
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
、
一
六
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備

部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

国
道
三
三
九
号

路

線

名

五
所
川
原
市
大
字
沖
飯
詰
字
鴻
ノ
巣
二
三
八
か
ら

五
所
川
原
市
大
字
沖
飯
詰
字
鴻
ノ
巣
二
三
六
の
一
ま

で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
��･

�･

��

供
用
開
始

の

期

日
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
バ
イ
オ
マ
ス
・
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

金
谷

年
展

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
青
柳
一
丁
目
八
の
一
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
環
境
保
全
と
循
環
型
社
会
の
構
築
、
お
よ
び
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
指
し
て
、

市
民
や
地
域
が
主
体
と
な
っ
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
と
、

｢

バ
イ
オ
マ
ス
を
中

心
と
し
た
再
生
可
能
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
及
び
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー｣

(

以
下
、

｢

ク
リ
ー
ン
エ

ネ
ル
ギ
ー｣

と
い
う)

の
普
及
、
促
進
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
社
会
的
制
度
、
政
策
の
提
言
と

実
現
を
は
か
る
こ
と
を
も
っ
て
、
地
球
環
境
の
保
全
、
及
び
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
田
中
設
計

二

代
表
者
の
氏
名

田
中

清
政

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
西
滝
三
丁
目
二
二
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
五)

第
一
〇
〇
一
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
青
森
協
立
電
気
商
会

二

代
表
者
の
氏
名

高
橋

昌
俊

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浜
田
字
玉
川
七
八
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
七)

第
一
五
三
〇
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日
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道
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道
泊
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奥
横
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停
車

場
線

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
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久
保
八
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か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼
字
久
保
六
八
の
一
九
ま

で 上
北
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六
ケ
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村
大
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川
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九
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か
ら

上
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六
ケ
所
村
大
字
泊
字
川
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三
ま
で

〃 ��･

�･

��



( )

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
八
年
十
二
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁

内

一

般

各

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
所
管
旅
費
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
一
月
三
十
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
教
育
委
員
会
所
管
旅
費
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
所
管
旅
費
取
扱
規
程

(

昭
和
四
十
三
年
八
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第

十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
五
条
中

｢

書
類｣

を

｢

資
料｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

陸
路

道
路
交
通
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す

る
自
動
車
又
は
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
に
備
え
た
走
行
距
離
計
を
用
い
る

方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
路
程

第
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中

｢

県
公
舎｣

を

｢

公
舎｣

に
改
め
、
同
条
中

｢(

以
下

｢

学
校
住
宅｣

と
い

う
。)

｣

を
削
り
、

｢

県
公
舎｣

を

｢

県
の
公
舎｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

職
員
の
職
務
が
さ
か
の
ぼ
つ
て
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
が
既
に
行
つ
た
旅
行
に

つ
い
て
の
旅
費
額
の
増
減
は
行
わ
な
い
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

旅
行
者
が
、｣

を

｢

徒
歩
に
よ
り
若
し
く
は
道
路
交
通
法
第
二
条
第

一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
自
転
車
を
利
用
し
て
旅
行
し
た
場
合
、
又
は｣

に
、

｢

又
は
食
卓

料｣

を

｢

若
し
く
は
食
卓
料｣

に
、

｢

又
は
全
部｣

を

｢

若
し
く
は
全
部｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号

中

｢

旅
行
者
が
、
旅
行
中
傷
病
等｣

を

｢

旅
行
中
に
お
け
る
疾
病
等｣

に
、

｢

日
当
及
び
宿
泊
料｣

を

｢

宿
泊
料
及
び
旅
行
雑
費｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と

し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

赴
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
が
、
職
員
の
た
め
の
公
舎
に
居
住
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
を
明
け
渡

す
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
旧
在
勤
地
内
に
お
い
て
住
所
又
は
居
所
を
移
転
し
た
場
合
に
は
、
着
後

手
当
及
び
扶
養
親
族
移
転
料
は
、
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
移
転
料
は
、
条
例
別

表
第
二
の
路
程
百
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
の
移
転
料
定
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る

額

(

扶
養
親
族
を
随
伴
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額)

と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
削
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中｢

公
用
車
を
利
用
し
た
旅
行
等｣

を｢

在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行｣

に
改
め
、

同
条
中

｢

次
に
掲
げ
る
旅
行｣

を

｢

在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行｣

に
、

｢

翌
月
に
支
給
す
る
。｣

を

｢

一
括
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
る
。

第
十
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

記
載
事
項｣

の
下
に

｢

又
は
記
録
事
項｣

を
加
え
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
旅
行
命
令
簿
等
は
、
当
該
旅
行
命
令
簿
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録

(

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。)

を
も
つ
て
、
当
該
旅
行
命
令
簿
等
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
の
１
中

｢の
級
｣

を
削
り
、

｢

を

｣
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加
減
額

算
出
額
１

２
３

早
見
表
番
号

１
・
・
３
２

円

早
見
表
金
額

２・３
円

早
見
表
金
額

３
円

早
見
表
金
額

月
日
出
発
地

経
由
地

到
着
地

路
程 鉄

道
賃

運
賃

�
急
行

料
金
�
定
額

� 車
賃

実
費
額

�

そ
の
他

�
摘
要



( )
｢

｣

｢
｢

を

に
改
め
、
同
表
の
２
中

｣
｣

｢公
用
車
を
利
用
し
た
旅
行
等
｣

を

｢在
勤
地
内
に
お
け
る
旅
行
｣

に
改
め
、

｢の
級
｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

｢
｢

同
表
の
３
中

｢の
級
｣

を
削
り
、

を

に
、

｣
｣

｢
｢

を

に
改
め
、
同

｣
｣

表
に
次
の
表
を
加
え
る
。
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日 日
当
�円

夜 宿
泊
料
�円

夜 宿
泊
料
�円
日 旅
行
雑
費
�円

用
務
地

公
用
車
の
使
用

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
時
間

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
時
間

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
時
間

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
時
間

キ
ロ
メ

ー
ト
ル
時
間

路
程
又
は
所
要
時
間

円

日
当
�

キ
ロ
メ

ー
ト
ル円

路
程
運
賃

鉄
道

運
賃

キ
ロ
メ

ー
ト
ル円

路
程
運
賃

車
賃

円

運
賃
額
計

円

�
の
額

を
超
え

る
金
額

�

円

合
計

�
＋
�

備
考

用
務

地

キ
ロ
メ

ー
ト
ル円

路
程
運
賃

鉄
道 運

賃

キ
ロ
メ

ー
ト
ル円

路
程
運
賃

車
賃

円

運
賃
額
計

備
考

宿
泊
料

日
当

旅
行
雑
費

宿
泊
料

Ｂ
円 円
路
程

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

公
舎
､
自
宅
､
借

家
Ｂ

円 円

路
程

キ
ロ
メ

ー
ト
ル

加
減
額

算
出
額
１

２
３

(旅
費
額
計
算
欄
)

月
日
出
発
地

経
由
地

到
着
地

路
程 鉄

道
賃

運
賃

�
急
行

料
金
�
定
額

� 車
賃

実
費
額

�

そ
の
他

	
摘
要

に
、
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( )

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
青
森
県
教
育
委
員
会
所
管
旅
費
取
扱
規
程
の
別
表
の
規
定
に
よ
り

調
製
し
た
旅
行
命
令
簿
等
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成19年１月31日 水曜日 第2736号 8


